
 

 

令和５年度 概算要求の概要 

（厚生労働省医政局） 
 

 

令和５年度 概算要求額         １，９２０億６５百万円 

〔うち、重要政策推進枠      ２３１億６４百万円〕 

〔うち、東日本大震災復興特別会計 ２３億８５百万円〕 

 

令和４年度 当初予算額        １，７８５億２８百万円 

〔うち、東日本大震災復興特別会計 ２９億１５百万円〕 

差  引  増  減  額           １３５億３７百万円 

対  前  年  度  比             １０７．６％ 
   
（注） 計数には、厚生労働科学研究費補助金等は含まない。 

（注） デジタル庁計上予算として令和４年度当初予算に２０億９９百万円が、令和５年度概算要求額に 

４６億１３百万円が含まれている。 

  (注)  「コロナ対策のうち事項要求もの」、「原油価格・物価高騰対策」、「防災・減災、国土強靱化 

のための５か年加速化対策」及び「消費税率引き上げとあわせ行う社会保障の充実」関係について 

は、別途予算編成過程で検討する。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．将来の医療需要等を見据えた医療提供体制の整備・強化 

・地域医療構想の実現に向けた取組の推進             ６．２億円 
・医療計画等に基づく医療体制の推進             １４４．９億円 
  （災害／救急医療体制の推進、歯科口腔保健・歯科保健医療提供体制の推進、 

看護職員の確保対策等の推進、医療安全の推進 等） 

・医師の地域間・診療科間偏在の解消など医師偏在対策等の推進   ４．６億円 
・医師・医療従事者の働き方改革の推進             ２１．８億円 
・今般の新型コロナウイルス感染症の知見を踏まえた対応     １６．６億円 
    （医薬品安定供給支援事業、サプライチェーン実態把握による医療機器安定供給確保事業 等） 
 

Ⅱ．医薬品・医療機器産業の国際競争力強化、研究開発・国際展開の推進 

・高い創薬力及び医療機器創出力を持つ産業構造への転換      ５．８億円 
（医療系ベンチャー育成支援事業、バイオ医薬品開発促進事業） 

・医療分野の研究開発の促進                   ６．２億円 
（遺伝子治療実用化基盤整備促進事業 等） 

・医療の国際展開の推進                     ８．４億円 
 

Ⅲ．医療ＤＸ、データヘルス改革の推進              １４．９億円 

（保健医療情報拡充システム開発、医療分野におけるサイバーセキュリティ対策調査 等） 

 

「重要政策推進枠」主な要望施策 
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主要施策 

 

Ⅰ．将来の医療需要等を見据えた医療提供体制の整備・強化 
 

今後も人口減少・高齢化が続く中、各地域において、将来の医療需要を見据えつつ、

今般の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のような新興感染症等や、地震災害・

風水害等の自然災害など、緊急事態が発生した際にも機動的・弾力的に対応できるよ

うな質の高い効率的な医療提供体制を整備・構築する必要がある。 

第204回国会（令和３年常会）で成立した医療法等改正法の円滑な施行を進め、「医

療計画」、「地域医療構想」、「医師の働き方改革」、「医師偏在対策」「外来機能の明確

化・連携」など各種施策を一体的に推進することとし、これに必要な予算を確保する。 
 

① 地域医療構想の実現に向けた取組の推進 
 

高齢者が急増する 2025年、さらなる高齢化の進展と現役世代急減による労働力

の制約が強まる 2040年を見据え、質が高く効率的な医療提供体制を構築していく

ため、各都道府県が策定した地域医療構想に基づく病床の機能分化・連携の推進、

在宅医療等の充実等、各種事業を着実に進めていくために必要な施策を講じる。 

各地域において、今般の新型コロナウイルス感染症への対応も踏まえつつ、医療

機能の分化・連携の議論・取組を着実に進めるとともに、取組が進められている医

療機関に対しては、「重点支援区域」や「病床機能再編支援」（医療法等改正法によ

り地域医療介護総合確保基金に位置付け）等により、重点的に支援を行う。 

あわせて、医師偏在対策、医師派遣機能の強化など各地の医療機能確保に必要な

医師の適正配置に向けた取組が進むよう必要な措置を講じる。 
 

１ 
地域医療介護総合確保基金                         

７５，０７７百万円（ ７５，０７７百万円） 
 

将来を見据えた地域医療構想の実現に向け、病床の機能分化・連携等に関

する取組を進めるため、令和３年度に新たに位置付けた「病床機能再編支援

事業」をはじめ、引き続き、地域医療介護総合確保基金による支援を行う。 

また、勤務医の働き方改革を推進するため、勤務環境改善に取り組む医療

機関に対し、地域医療介護総合確保基金による支援を行う。 

 

（参考） 地域医療介護総合確保基金の対象事業 

①地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業（事業区分Ⅰ－１） 

急性期病床から回復期病床への転換等、地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び

連携等について実効性のあるものとするため、医療機関が実施する施設・設備整備に対する助

成を行う事業。 
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②地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業（事業区分Ⅰ－２） 

    地域医療構想の実現を図る観点から、地域医療構想調整会議等の意見を踏まえ、自主的に 

行われる病床減少を伴う病床機能再編や、病床減少を伴う医療機関の統合等の取組に対する 

助成を行う事業。 

 

③居宅等における医療の提供に関する事業（事業区分Ⅱ） 

地域包括ケアシステムの構築を図るため、在宅医療の実施に係る拠点の整備や連携体制を確

保するための支援等、在宅における医療を提供する体制の整備に対する助成を行う事業。 

 

④医療従事者の確保に関する事業（事業区分Ⅳ） 

医師等の偏在の解消、医療機関の勤務環境の改善、チーム医療の推進等の事業に助成する

ことにより､医師､看護師等の地域に必要な質の高い医療従事者の確保・養成を推進する事

業。 

 

⑤勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業（事業区分Ⅵ） 

勤務医の働き方改革を推進するため、地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤

務環境となっていると都道府県知事が認める医療機関を対象とし、医師の労働時間短縮に向

けた総合的な取組に対して助成を行う事業（勤務医の労働時間短縮の推進）。 

 

 

２ 
地域医療構想の実現に向けた医療機能分化・連携支援事業 【推進枠】 

２５３百万円【うち、推進枠 ２５３百万円】（ １６７百万円） 
 

地域医療構想の実現に向け、病床の機能分化・連携の取組を推進するために、

重点支援区域に加え、再編を企画・検討する区域（再編検討区域）を拡充し、

国による助言や集中的な支援を行う。 

 
 

３ 
地域医療提供体制構築に向けたデータ分析支援事業 【新規】【推進枠】 

３６２百万円【うち、推進枠 ３６２百万円】（ ０百万円） 
 

各都道府県において、各地域の実情に応じたデータ分析に基づき地域医療

提供体制に係る企画、立案ができる体制の構築を支援する。また、専門的知

識を有する地域医療構想専門アドバイザーの派遣により、2025 年に向けた

医療機関の対応方針の策定を支援する。 
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② 医療計画等に基づく医療体制の推進 
 

各地にお住まいの方々が、必要なときに適切な医療サービスが受けられるよう、

新型コロナウイルス感染症のような新興感染症等の感染拡大時への対応も含め、各

地域における医療提供体制の整備のための取組を推進する。 
 

１ 
遠隔医療の普及推進にかかる事業 【新規】【推進枠】 

６７百万円【うち、推進枠 ６７百万円】（ ０百万円） 
 

今般の新型コロナウイルス感染症拡大において遠隔医療はその有用性が改

めて認識され、今後はへき地医療、在宅医療、医師偏在対策等においても更な

る幅広い活用が期待されている。こうした状況を踏まえ、オンライン診療を含

む遠隔診療を幅広く適正に活用できるようにするため、遠隔医療を活用した好

事例の収集・効果検証や遠隔医療に関する啓発を行う。 
 

 

２ 
医業等に係るウェブサイトの調査・監視体制強化事業 【推進枠】 

１１９百万円【うち、推進枠 １１９百万円】（ ５５百万円） 
 

本事業による周知により、約９割の機関が半年以内に違反広告を改善してい

るが、1年以上改善のない機関も認められていること、第 204回通常国会で悪

質な広告に対する対応を求められていること、過年度の通報事案が未処理で蓄

積している実態があることからも、本事業による医療広告への対応を強化し、

対応可能件数を増加する必要がある。 
 

 

３ 

全国の病院等を検索できる医療情報サイトの基盤構築経費（構築・運用・管理業

務） 【新規】 

８４４百万円（ ０百万円） 

※デジタル庁において計上 
 

令和３年度から実施している、全国の病院等を検索できる医療情報サイトの

運用開始に向けた取組を進め、医療情報サイトを構築する。令和５年度事業で

は、住民・患者向けサービスインに向けた都道府県データ移行、報告項目の改

正に伴うシステム改修並びに工程管理等を行う。当該サイトは、スマートフォ

ン、外国語、ユニバーサルデザイン等に対応の上、住民・患者にとって利便性

の高い閲覧システムとし、また、NDB から抽出・集計したデータの活用を新た

に導入することにより、公表されるデータの正確性を向上させるとともに、病

院等の報告に係る業務の負担を軽減する。 
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４ 
院内感染対策講習会 【一部推進枠】 

３０百万円【うち、推進枠 ３０百万円】（ １５百万円） 
 

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い院内感染対策への意識が高まって

いること、令和４年度の診療報酬改定により本講習会の受講が「感染対策向上

加算」の施設基準における要件の一部となったことから、今後更なる受講希望

者の増加が見込まれる。また、保健所の院内感染に関する対応力を強化するた

めに保健所職員を対象とした講習会も引き続き求められているため、受講定員

を拡充して実施する。 
 

 

５ 
ドクターヘリ導入促進事業 【推進枠】 

８，６８０百万円【うち、推進枠 ８，６６９百万円】（ ７，６１２百万円） 
 

地域において必要な救急医療が適時適切に提供できる体制の構築を目指し、

早期の治療開始、迅速な搬送を可能とするドクターヘリの運航体制を確保する。 

また、運航経費の実績等を踏まえ、補助基準額の拡充を行う。 
 

【ドクターヘリ関係の予算の内訳】  

・ドクターヘリ事業従事者研修事業             7百万円（    7百万円） 

・ドクターヘリ症例データベース収集事業      4百万円（    4百万円） 

・ドクターヘリ導入促進事業※             8,669百万円（ 7,600百万円） 

※ドクターヘリ導入促進事業は医療提供体制推進事業費補助金 

25,055百万円の内数 

 

 

６ 
救急医療体制の推進 【一部新規】【一部推進枠】 

９３３百万円【うち、推進枠 ６５百万円】（ ６７９百万円） 
 

救急医療体制の整備を図るため、重篤な救急患者を 24 時間体制で受け入れ

る救命救急センターなどへの支援を行う。 

また、遠隔ICUの潜在的な需要を喚起し、医療の生産性を向上させるととも

に、勤務環境の改善を更に促進するため、遠隔ICU体制整備促進事業について

補助スキーム等の見直しを行う。 

さらに、新型コロナウイルス感染症を契機に重症者治療に対する診療体制が

十分ではないことが明らかになったことから、平時から、重症者治療の専門家

への相談体制を構築するとともに、重症患者に対応できる人材の育成を進め、

集中治療の診療体制の確保を図る。 

加えて、2023年に開催されるＧ７サミットにおいて、過去の開催同様、要人

等に対する救急医療体制の確保を図る。 
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【救急医療関係の主な予算の内訳】 

・救急医療体制強化事業        359百万円（ 359百万円） 

・遠隔ICU体制整備促進事業        202百万円（ 202百万円） 

・重症者治療診療体制整備事業      65百万円（  0百万円） 

・2023年Ｇ７サミット開催に伴う救急医療提供体制整備事業   248百万円（ 0百万円） 

 

上記以外に医療提供体制推進事業費補助金25,055百万円（23,986百万円）を活用 

○主な事業メニュー 

救命救急センター運営事業、小児救命救急センター運営事業 等 

 

 

７ 

災害医療体制の推進 【一部新規】【一部推進枠】 

３，０６６百万円【うち、推進枠 １，７３３百万円】（ １，７１２百万円） 

※上記には、デジタル庁計上予算３３５百万円（１９０百万円）を含む 

また、上記のほか、「防災・減災、国土強靱化のための５か年対 

策」関係については予算編成過程で検討する。 
 

今後、発生が想定される南海トラフ地震や首都直下地震等の大規模災害の発

生等に備えて、災害拠点病院等や災害等のリスクの高い地域に所在する医療機

関等の体制強化や施設整備に対する支援等を行うとともに、医療コンテナの普

及促進に向けて、災害時を想定した訓練や実災害での医療コンテナの活用を通

して、課題抽出や対応策を検討する。 

また、災害時小児周産期リエゾンの災害や新興感染症への対応力向上を目的

として、既存の研修に加えて、災害時等にリエゾンの主な活動場所となる都道

府県保健医療調整本部等における多職種連携に主眼を置いた研修の追加構築

を行う。 

加えて、EMISについては、令和４年度において追加する機能の保守・運用経

費を新たに確保するとともに、機能改修の柔軟性が乏しいこと等の課題に対処

するため、調査研究を実施する。 

 

【災害医療関係の主な予算の内訳】 

・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）・災害派遣精神医療チーム 

（ＤＰＡＴ）活動支援事業               7百万円（  4百万円） 

・ＤＭＡＴ体制整備事業               821百万円（802百万円） 

・ＤＰＡＴ体制整備事業                 116百万円（ 57百万円） 

・医療コンテナの普及促進に向けた実用性検証事業    40百万円（  0百万円） 

 （ＤＭＡＴ体制整備事業 821百万円の内数） 

・災害時小児周産期リエゾン養成研修事業       10百万円（  6百万円） 

・広域災害・救急医療情報システム（EMIS）経費       206百万円（190百万円） 

・EMIS代替システム調査研究事業                    129百万円（  0百万円） 
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・医療施設浸水対策事業                          208百万円（  0百万円） 

・医療施設ブロック塀改修等施設整備事業 (※)    

（※）「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」事業（新規）について 

は、予算編成過程で検討する。 

 

上記以外に有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業1,416百万円を計上、 

医療提供体制推進事業費補助金25,055百万円（23,986百万円）を活用 

○主な事業メニュー 

基幹災害拠点病院設備整備事業、医療施設等耐震整備事業 等 

 

 

８ 
小児・周産期医療体制の推進 

７２８百万円（ ７２８百万円） 
 

地域で安心して産み育てることのできる医療提供体制の確保を図るため、総

合周産期母子医療センターやそれを支える地域周産期母子医療センターの新

生児集中治療室（NICU）、母体・胎児集中治療室（MFICU）等へ必要な支援を行

う。 

 

【小児・周産期医療関係の主な予算の内訳】 

・地域の分娩取扱施設設備整備事業                    100百万円（ 100百万円） 

・地域の分娩取扱施設施設整備事業                     77百万円（  77百万円） 

・産科医療補償制度運営費                106百万円（ 106百万円） 

   

上記以外に医療提供体制推進事業費補助金25,055百万円（23,986百万円）を活用 

○主な事業メニュー 

周産期母子医療センター運営事業、ＮＩＣＵ等長期入院児支援事業 等 

 

 

９ 
へき地保健医療対策の推進 

２，５８３百万円（ ２，５７５百万円） 
 

無医地区等のへき地に居住する住民に対する医療提供体制の確保を図るた

め、へき地診療所や巡回診療等を行うへき地医療拠点病院への支援を行うとと

もに、無医地区等から高度・専門医療機関を有する都市部の医療機関へ患者を

長距離輸送する航空機（メディカルジェット）の運航等に必要な経費を支援す

る。 
 

【へき地医療関係の主な予算の内訳】 

 ・へき地医療拠点病院運営事業         516百万円（ 515百万円） 

 ・へき地診療所運営事業            857百万円（ 857百万円） 
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 ・へき地患者輸送車（艇・航空機）運営事業   229百万円（ 229百万円） 
 

 

10 

医療安全文化の醸成に貢献する医療安全専門家養成及び支援体制構築事業 

【新規】【推進枠】 

６９百万円【うち、推進枠 ６９百万円】（ ０百万円） 
 

早急に医療安全専門家を養成し、また、専門家の支援体制を構築するため、

希望者が国内外の医療安全の最新の知識を習得するとともに、行政との調整・

連携を行う組織運営や、国際的な知見をもとにした医療機関支援などの能力を

習得できるよう、希望者の専門性に合わせて研修場所を選択できる養成プログ

ラムを実施する。 

また、養成プログラムの運営に関する事項を協議するため、運営協議会を設

置する。 
 

 

11 
患者安全イベント開催経費 【新規】 

２２百万円（ ０百万円） 
 

近年のＧ７サミットでは議長国が患者安全イベントを開催している。日本は

これまでも国際的な医療安全の動向を牽引してきており、諸外国の指導者に患

者安全の重要性を認識させる役回りが求められていることから、2023年に開催

されるＧ７サミットにおいて、患者安全に関する講演や各国代表者によるパネ

ルディスカッションを含むワークショップを開催する。 
 

       

12   
歯科口腔保健・歯科保健医療提供体制の推進 【一部新規】【一部推進枠】 

２，４８５百万円【うち、推進枠 ２，３２２百万円】（ １，８７３百万円） 
 

「歯科口腔保健の推進に関する基本的事項」の最終評価（令和４年８月）を

踏まえ、地域の実情に応じた歯科口腔保健施策をさらに推進するため、自治体

における歯科健診や歯科疾患の予防及び歯科口腔保健の推進体制の強化等の

取組を支援する。 

また、「歯科保健医療ビジョン」や新型コロナウイルス感染症への対応等も

踏まえた各地域での施策が実効的に進められるよう、これまで収集・分析をし

て蓄積してきた好事例を各地域で展開することにより、歯科保健医療提供体制

の構築に向けて取り組む。あわせて、歯科専門職間の連携を進め、より質の高

い歯科医療を提供する観点から、歯科衛生士・歯科技工士を確保するため、離

職防止・復職支援のために必要な経費を支援する。 

加えて、生涯を通じた歯科健診（いわゆる国民皆歯科健診）の実施体制の検

討を進めるため、就労世代の歯科健診の推進に向けた歯科健診や受診勧奨の手

法の検証等を行うモデル事業を実施するとともに、歯周病等の簡易なスクリー
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ニング方法の開発支援やライフステージに応じた効果的な歯科保健指導の方

法の検証等を行う。 

 

【歯科口腔保健・歯科保健医療関係の主な予算の内訳】 

・8020運動・口腔保健推進事業              1,131百万円（ 811百万円） 

・歯科医療提供体制構築推進事業            268百万円（ 257百万円） 

・就労世代の歯科健康診査等推進事業         341百万円（ 252百万円） 

・歯周病等スクリーニングツール開発支援事業     202百万円（   0百万円） 

・ライフステージに応じた歯科口腔保健推進事業     58百万円（   0百万円） 

・歯科口腔保健医療情報収集・分析等推進事業     106百万円（  66百万円） 

・OSCEの在り方・評価者養成に係る調査・実証事業     74百万円（ 68百万円） 

・歯科衛生士の人材確保推進事業            181百万円（ 140百万円） 

・歯科技工士の人材確保対策事業            41百万円（  35百万円） 

・歯科医師臨床研修プログラム検索サイト事業           67百万円（  26百万円） 

 

 

13 
特定行為に係る看護師の研修制度の推進 【一部新規】【一部推進枠】 

１，０８０百万円【うち、推進枠 １，０６７百万円】（ ７０９百万円） 
 

「特定行為に係る看護師の研修制度」（平成 27年 10月１日施行）の円滑な

実施及び研修修了者の養成を促進するため、引き続き、研修を実施する指定研

修機関の設置準備や運営に必要な経費を支援するとともに、研修を指導する指

導者育成のための支援等を行う。 

また、指導者を対象とした、指導者としての知識・技術の向上を目指す講習

会の実施箇所数の拡充を図るとともに、特定行為研修修了者を対象とした指導

者育成のための経費を拡充する。 

さらに、看護師への特定行為研修の受講と研修修了生の活動を推進する取組

を組織的かつ継続的に実施する医療機関等を財政的・技術的に支援し、特定行

為研修修了者数の増大と修了者の円滑な活動環境整備による医療の質の向上

を推進する体制の構築を目指す。 

 

【特定行為に係る看護師の研修関係の主な予算の内訳】 

 ・看護師の特定行為に係る研修機関導入促進支援事業    162百万円（ 162百万円） 

・看護師の特定行為に係る指定研修機関運営事業      418百万円（ 418百万円） 

・看護師の特定行為に係る指定研修機関の養成力向上に関する検証事業 

                                                      40百万円（  40百万円） 

・看護師の特定行為に係る指導者育成等事業        108百万円（  66百万円） 

・特定行為研修の組織定着化支援事業           328百万円（   0千円） 
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14 

看護職員の確保対策等の推進 【一部新規】【一部推進枠】 

８４７百万円【うち、推進枠 ３５１百万円】（ ２６３百万円） 

※上記には、デジタル庁計上予算２２９百万円（ ０百万円）を含む 
 

今後の現役世代（担い手）の急減と高齢化の進行に伴う看護ニーズの増加に

対応するとともに、今般のコロナ禍を受けて、今後の新興感染症の発生に的確

に対応していく観点から、デジタル改革関連法（令和３年５月19日公布）・新

型コロナウイルス感染症対策本部決定（令和４年６月17日）に基づき、「マイ

ナンバー制度を活用した看護職の人材活用システム」を構築し、看護職の資質

向上及び潜在看護職に対する復職支援等の充実を図る。 

あわせて、看護職員に係る今後の需給の状況は、地域ごとに差異があり、都

道府県ナースセンターにおいて、地方自治体等の関係者と緊密に連携しながら、

地域の課題に応じた実効性ある看護職員確保の取組を実施していくことが重

要であることから、現在、都道府県ナースセンターにおいてモデル的に実施し

ている「地域における看護職員確保推進事業」の全国展開を図る。 

さらに、医療ニーズの増大と人材の確保や医療従事者の働き方改革に伴う対

応が同時に必要になることを踏まえ、良質かつ効率的な医療提供に資する看護

サービスの指標等の変化を分析・検証する。 

 

【看護職員の確保対策関係の予算の内訳】 

・マイナンバー制度を活用した看護職の人材活用システム化事業 229 百万円（ 0 百万円） 

※デジタル庁において計上 

・中央ナースセンター事業                    559百万円（230百万円） 

・良質かつ効率的な看護提供体制の実装に向けた調査・分析事業 59百万円（ 0百万円） 

 

 

③ 医師の地域間・診療科間偏在の解消など医師偏在対策の推進 
 

平成 30年に成立した医療法・医師法改正法により、都道府県における実効的な

医師確保対策を進めるため、令和元年度に各都道府県が「医師確保計画」を策定し

ており、令和２年度より同計画に基づく医師偏在対策が実施されている。 

引き続きこの確実な実施に向け必要な施策を講じる。 
 

１ 
総合的な診療能力を持つ医師養成の推進事業 【推進枠】 

４５６百万円【うち、推進枠 ４５６百万円】（ ４０１百万円） 
 

地域において幅広い領域の疾患等を総合的に診ることができる総合診療医

を養成・確保するための拠点を整備し、一貫した指導体制のもと、医学教育か

ら卒後の専門研修以降のキャリア支援まで継続的に行うことにより、地域枠の

活用を含め、医師の地域偏在、診療科偏在の是正を一層推進させる。 
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２ 
臨床研修制度の制度的改善に向けた調査事業 【新規】 

２３百万円（ ０百万円） 
 

医師臨床研修制度の制度的改善に向け、都道府県等から臨床研修の内容や臨

床研修病院の指定基準等に関する現状や意見を収集し、とりまとめを行う。 

 

 

３ 
専門医認定支援事業 

２２８百万円（ １９０百万円） 
 

医師の地域偏在、診療科偏在の是正に向けたより一層の取り組みを推進・充

実させるため、専門医の認定と養成プログラムの評価・認定を行う（一社）日

本専門医機構への支援（財政基盤の強化）を図る。 

 

 

４ 
キャリア形成プログラム等運用支援事業 【新規】 

５０百万円（ ０百万円） 
 

都道府県におけるキャリア形成プログラムの円滑な運用のため、各都道府県

のキャリアコーディネーターを対象とした、統一的な対応マニュアルを作成す

るとともに、全国のキャリアコーディネーター等からの相談受付や研修の実施

等を通じて、地域枠医師等のキャリア形成プログラムへの定着を促進する取組

に対して支援を行う。 

 

 

④ 医師・医療従事者の働き方改革の推進 
 

2024 年 4 月からの医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始に向け、働き

方改革に関する制度の周知を行うとともに、引き続き、医療機関における労務管理

の徹底とともに、特定行為研修制度の更なる推進によるタスク・シフト等により医

師の労働時間の短縮を強力に推進する。 

さらに、今般の新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、今後の新興・再興感

染症の拡大期において必要な医療提供体制を確保する観点からも、平時から医師の

労働時間短縮や医療従事者の勤務環境改善に取り組む医療機関を支援する。 
 

１ 

勤務医の労働時間短縮の推進（再掲・１ページ） 

          ９，５３３百万円（ ９，５３３百万円） 

※地域医療介護総合確保基金の内数 
 

勤務医の働き方改革を推進するため、地域医療において特別な役割があり、

かつ過酷な勤務環境となっていると都道府県知事が認める医療機関を対象と

し、医師の労働時間短縮に向けた総合的な取組に対して助成を行う。 
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ａ ．働きやすく働きがいのある職場づくりに向けた環境の整備 
 

１ 
医療従事者勤務環境改善推進事業 【推進枠】 

３１百万円【うち、推進枠 ３１百万円】（ １１百万円） 
 

2024 年 4 月の医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始に向け、各都

道府県に設置されている医療勤務環境改善支援センターが行う管内の医療機

関に対する助言等の機能を更に強化し、医療勤務環境改善支援センターの体制

の充実を図るため、研修会の実施や有識者等の派遣を行う。 
 

 

２ 
医療専門職支援人材確保・定着支援事業 

１０百万円（ １０百万円） 
 

医師・看護師等の医療専門職から医師事務作業補助者や看護補助者等の医療

専門職支援人材へのタスク・シフティングの推進を図るため、医療専門職支援

人材の業務内容や魅力の紹介を行うとともに、定着支援に資する研修プログラ

ムの開発や医療機関向けの研修等を行う。 

 

 

３ 

特定行為に係る看護師の研修制度の推進 【一部新規】【一部推進枠】 

（再掲・８ページ） 

１，０８０百万円【うち、推進枠 １，０６７百万円】（ ７０９百万円） 
 

「特定行為に係る看護師の研修制度」（平成 27年 10月１日施行）の円滑な

実施及び研修修了者の養成を促進するため、研修を実施する指定研修機関の設

置準備や運営に必要な経費を支援するとともに、研修を指導する指導者育成の

ための支援等を行う。 

さらに、看護師への特定行為研修の受講と研修修了生の活動を推進する取組

を組織的かつ継続的に実施する医療機関等を財政的・技術的に支援し、特定行

為研修修了者数の増大と修了者の円滑な活動環境整備による医療の質の向上、

医師の働き方改革におけるタスクシフトを推進する体制の構築を目指す。 
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ｂ ．2024年度の医師への時間外労働上限規制導入に伴う、新たな医師 

の健康確保措置の仕組み等、医師の働き方改革の実現 
 

１ 
医師の働き方改革普及啓発事業 【新規】【推進枠】 

１５０百万円【うち、推進枠 １５０百万円】（ ０百万円） 
 

2024 年 4 月の医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始に向け、制度

の周知を行う必要があることから、各種媒体を通じて周知を行う。 
 

 

２ 
長時間労働医師への面接指導の実施に係る研修事業 

１１百万円（ １０百万円） 
 

医療機関は時間外・休日労働が月100時間以上となることが見込まれる長時

間労働医師に対して健康確保のために面接指導を実施することが義務付けら

れることになる。長時間労働医師が勤務する医療機関において、面接指導に必

要な知見を習得した医師を早急に確保する必要があるため、面接指導に係る研

修の資材（eラーニング等）の開発及び研修を行う。 
 

 

３ 
勤務医等を対象とした働き方改革周知・啓発事業 

１０百万円（ １０百万円） 
 

医師の働き方改革推進のためには、医療機関管理者のみならず実際に現場で

働く多忙な勤務医等の理解も必要となる。多忙な勤務医等がオンデマンドで医

師の働き方改革の趣旨等を学ぶことができる e-ラーニングコンテンツ等を作

成し、HP等に掲載する等の効果的な周知啓発を行う。 
 

 

 

 

 

ｃ ．組織マネジメント改革の推進等 
 

1 
病院長等を対象としたマネジメント研修事業 【推進枠】 

４０百万円【うち、推進枠 ４０百万円】（ ４０百万円） 
 

医師の働き方改革の推進に向け、病院長の意識改革や勤務環境・処遇などの 

労務管理に関するマネジメント能力の向上を図るため、地域医療におけるリー 

ダーの育成や病院長向けの研修を行う。 
 

       



- 13 - 

 

２ 
女性医療職に関する取組 【推進枠】 

               ３１２百万円【うち、推進枠 ３１２百万円】（ １９２百万円） 

① 女性医師支援センター事業    ２６０百万円【うち、推進枠 ２６０百万円】（ １４１百万円） 

平成19年１月30日に開設した女性医師バンクにおいて、再就業を希望する

女性医師の就職相談及び就業斡旋等の再就業支援を行う。 

また、育児休業中の女性医師の代替医師確保など男性医師も含む人材確保が

必要なことから、女性医師バンク事業を拡充するとともに、女性医師等の就業

促進等のための調査の実施や女性医師等に対する離職防止支援のための機能

強化を図る。女性医師の再就業における講習会等を開催し、女性医師の離職防

止及び再就業支援を図る。 

 

② 子育て世代の医療職支援事業  ５２百万円【うち、推進枠  ５２百万円】（  ５２百万円） 

出産・育児・介護等における女性医師等をはじめとした医療職のキャリア支

援に取り組む医療機関を普及させるため、中核的な役割を担う拠点医療機関の

構築に向けた支援を行う。 
 

 

３ 
地域医療介護総合確保基金（再掲・１ページ） 

７５，０７７百万円の内数（７５，０７７百万円の内数） 
 

女性医療職等の離職防止及び再就業を促進するため、地域医療介護総合確保

基金を活用し、病院内保育所の運営費や施設整備に対する支援を実施する。 

 

 

⑤ 今般の新型コロナウイルス感染症の知見を踏まえた対応 
 

今般の新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、感染症医療（検査、診察、

治療）やクラスター対応等に必要となる医療物資が需給逼迫時においても的確に供

給されるよう、国による確保・備蓄・配布を継続して実施する。 

また、医療現場において汎用され、必要不可欠な医薬品が感染症パンデミック発

生時や海外での製造・輸出停止時に安定的に確保されるよう、国内製造所の整備等

を推進する。 
 

１ 

新型コロナウイルス感染症下での感染症患者への対応を行う医療機関に対す

る病床確保等の支援 【新規】 

事項要求（ ０百万円） 
 

感染症患者への対応を行う医療機関に対する病床確保等のための支援につ

いて、今後の対応の在り方を検討し、実施する。 
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２ 
新型コロナなど新興感染症等に係る看護職員等確保事業 【新規】【推進枠】 

５６百万円【うち、推進枠 ５６百万円】（ ０百万円） 
 

新型コロナウイルス感染症などの新興感染症等の発生に際して、都道府県が

迅速に看護職員等の確保を図れるよう、医療機関への応援派遣に的確に対応で

きる看護職員の養成を推進し、リスト化を進める。あわせて、一部の都道府県

で感染が集中的に拡大した場合に、全国レベルでの看護職員等の派遣を調整で

きる体制を整備する。 
 

 

３ 
医療用物資の備蓄等事業 【新規】 

事項要求（ ０百万円） 
 

医療用マスク等の医療用物資について、新型コロナウイルス感染症が拡大し

医療現場の需給が逼迫した場合でも迅速かつ円滑に供給されるよう、国におけ

る継続的な確保・備蓄、必要に応じた医療機関への配布等について、今後の対

応を検討し、実施する。 
 

 

４ 
安定供給確保支援法人事業費 【新規】【推進枠】 

４５百万円【うち、推進枠 ４５百万円】（ ０百万円） 
 

国民の生存や、国民生活・経済活動に甚大な影響のある物資の安定供給の確

保を図るために指定された特定重要物資ごとに、民間事業者が認定を受けた計

画に基づく生産基盤整備等の取組に対して、安定供給確保支援法人が設ける基

金等を管理するための経費である。 
 

 

５ 
サプライチェーン実態把握による医療機器安定供給確保事業 【新規】【推進枠】 

４３５百万円【うち、推進枠 ４３５百万円】（ ０百万円） 
 

新型コロナウイルス感染症発生以降、医療上重要な医療機器の供給が一時不

安定となったことを受け、供給リスクに応じた対応策の検討につなげられるよ

う、①対象疾病・病態の重篤性・緊急性がある②代替機器・代替療法がない医

療機器のサプライチェーンを調査する。 
 

 

６ 
マスク等国内生産・輸入実態把握調査事業 【新規】 

８百万円（ ０百万円） 
 

有事の際の供給確保計画の検討を行う上で必要となる、マスク、医療用ガウ

ン、フェイスシールド、手袋の国内生産及び輸入の数量等について調査を実施
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する。 
 

 

７ 

感染症対策物資等の供給情報把握に向けた調査研究事業 【新規】 

１３６百万円（ ０百万円） 

※デジタル庁において計上 
 

感染症まん延時等、感染症の予防、治療等に必要な医薬品・医療機器・個人

用防護具等（以下、「感染症対策物資等」という。）の物資の需要が高まる中に

おいても確実に供給が確保されるよう、平時からモニタリングを強化し、製造

販売業者、卸売販売業者等の供給状況の把握を円滑に行える環境を整備するこ

とが必要である。 

感染症対策物資等の供給状況の把握・情報提供を行える仕組みの構築を想定

し、そのために必要な情報として、感染症対策物資等の製造販売業者、卸売販

売業者等の生産・出入荷・在庫量等の供給状況報告の負担を軽減しつつ、報告

された情報をより効果的に活用するために必要な事項を、関係各所の現状を把

握しながら、検討、検証する。 
 

 

８ 
医薬品安定供給支援事業 【推進枠】 

１，０００百万円【うち、推進枠 １，０００百万円】（ ５０百万円） 
 

海外の原薬等製造所の操業停止等により、我が国における当該医薬品の提供 

ができなくなり、医療体制確保に支障が生ずることがないよう、国内で海外依

存度の高い原薬等を製造又は備蓄の積み増し等を実施しようとする製薬企業

等を支援する。 
 

 

９ 
国内外の感染症治療薬開発動向等調査事業 【新規】【推進枠】 

８４百万円【うち、推進枠 ８４百万円】（ ０百万円） 
 

研究開発段階における、円滑な治験実施や薬事承認等に向けた個別伴走支援

を通じて産官学協力を推進し、迅速な開発・供給に万全を期すため、国内のア

カデミアや産業界における、感染症治療薬、ワクチンやこれらの開発につなが

りうるモダリティの開発動向を調査・分析し、レポートにまとめる。また、米

国、欧州について、感染症治療薬、ワクチンやこれらの開発につながりうるモ

ダリティの開発動向、および行政庁を含めた公的機関による開発助成の取り組

みとその予算額を調査し、上記調査により得られた情報を整理し、各国の特徴、

有利な点、限界点等を比較分析する。 
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Ⅱ．医薬品・医療機器産業の国際競争力強化、研究開発・国際展開の推進 
 

医薬品産業ビジョンや医薬品産業強化総合戦略、第二期医療機器基本計画で示され

ているとおり、国民の保健医療水準の向上や我が国を担うリーディング産業として国

民経済の発展の観点からも、我が国の医薬品産業、医療機器産業の競争力強化に向け

た取り組みを推進していくことは不可欠であり、魅力のある環境づくりを通じて国際

競争力の強化を図っていく。 

また、国民に最先端の医薬品、医療機器等を迅速に届けるためには、臨床研究や治

験の活性化が必要であることから、引き続き臨床研究等実施体制の強化を図るととも

に、最先端診断・治療機器技術開発等の推進を図るため、医療現場と医療機器メーカ

ーが協力して臨床研究及び治験を実施する仕組みの整備等を通じて現場ニーズに合

致した医療機器の開発を推進する。 

そして、我が国の優れた医薬品や医療機器について、国際展開を推進するため、引

き続き途上国・新興国等において我が国の製品や技術を活用した人材育成等に取り組

む。加えて、国際機関における国際公共調達へ参加しようとする国内企業への支援を

行う。 
 

① 高い創薬力及び医療機器創出力をもつ産業構造への転換 
 

医薬品産業を高い創薬力を持つ産業構造へ転換するため、医療系ベンチャーの振

興や革新的バイオ医薬品及びバイオシミラーの開発支援を拡充する。 
 

１ 
後発医薬品使用割合の「見える化」事業 【新規】                  

３６百万円（ ０百万円） 
 

後発医薬品使用促進に係る数量シェア目標については、骨太方針 2021 に

おいて 2023年度末までに、全ての都道府県で 80％以上と定められている。 

目標の達成に向け、NDB（National Database）を活用した、都道府県、二

次医療圏、年齢、薬効分類、医療機関等の別の後発医薬品使用割合データを

集計・作成して都道府県に提供することにより、効果的な使用促進策を実施

し後発医薬品使用全体の底上げを図っていく。 
 

 

２ 
次世代医療機器連携拠点整備等事業の成果調査研究事業 【新規】                        

７百万円（ ０百万円） 
 

医療機器基本計画（令和 4年 5月 31日閣議決定）に基づき医療機器の研

究開発をさらに推進するため、医療機器の研究開発に積極的に携わる医療従

事者、臨床現場を理解した企業人材、レギュラトリーサイエンスを理解した

工学系人材など、人材育成のために効果的な施策を立案・推進していくこと

が必要である。令和元～５年度実施の、医療現場のニーズを踏まえた医療機
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器開発ができる企業人材の育成拠点を整備する「次世代医療機器連携拠点整

備事業」の成果や課題を検証し、今後の施策につなげていく。 
 

 

３ 
医療系ベンチャー育成支援事業 【推進枠】                   

５１７百万円【うち、推進枠 ５１７百万円】（ ４３７百万円） 
 

厚生労働省の医療系ベンチャー振興の中心となっている「医療系ベンチャ

ー・トータルサポート事業（MEDISO）」について、今後、具体的な成果につな

げていくためにも、長期的視野に立った実効力のある支援策を講じていく必

要があり、出口戦略の強化施策として、医療アントレプレナーに必要な起業

戦略、開発及びビジネス戦略等について、より実践的なトレーニングを積む

ためのアクセラレーションプログラムを実施する。また、構築から約５年が

経過した Webサイト周りのセキュリティ強化対策等の実施、Webサイト改良

による MEDISOの集客力強化及びコンテンツの充実を図っていく。 
 

 

４ 
バイオ医薬品開発等促進事業 【推進枠】                  

６１百万円【うち、推進枠 ６１百万円】（ ４４百万円） 
 

バイオシミラーの国内での普及を促進するための具体的な方策について

検討するとともに、国内でのバイオ医薬品（バイオシミラー含む）の製造技

術や開発手法を担う人材は不足していることから、より効率的にバイオ人材

を育成するため、従来の研修プログラムの更なる改善やより多くの研修希望

者へ研修の機会を提供すること（研修プログラムを複数回実施するなど）を

可能とするために必要な予算を要求する。 
 

 

② 医療分野の研究開発の促進 
 

国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）と大学、研究機関等との連携に

よる基礎から実用化までの一貫した医療分野の研究開発を推進し、世界最高水準の

医薬品、医療機器等の提供を実現する。また、臨床研究法等の適切な運用を図るべ

く必要な取組を実施し、より優れた臨床研究実施環境を整備する。 
 

１ 

再生医療等提供状況管理委託事業                         

９９百万円（ ４９百万円） 

※上記には、デジタル庁計上予算４９百万円（ ０百万円）を含む 
 

再生医療等の普及・促進のため、医療機関等が円滑に手続き等を行えるこ

とを目的とし、再生医療等提供計画のオンライン申請や、再生医療等提供計

画が厚生労働省に届け出された後の提供計画等の台帳管理等を効率的に行

えるよう、再生医療等提供情報管理システムの機能改修・機能追加を行う。 
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２ 

臨床研究データベースシステム改修事業 【新規】                   

６０百万円（ ０百万円） 

※デジタル庁において計上 
 

国民や患者の治験に対する理解を深め参加を促進するために、治験、臨床

研究データベース統合後の高度な検索機能を実現することで、より国民・患

者目線に立ったデータベースの構築を図る。 
 

 

３ 
遺伝子治療実用化基盤整備促進事業 【新規】                        

９０百万円【うち、推進枠 ９０百万円】（ ０百万円） 
 

世界における遺伝子治療領域の開発は活発化している中、国内の遺伝子治

療臨床研究の実用化については、再生・細胞医療と比べて人材が手薄となっ

ており、遺伝子治療の臨床研究推進は喫緊の課題となっている。 

大学病院や企業団体等の有識者で構成される遺伝子治療を支援する機構

を組織し、本機構がシーズ開発から研究者の支援を行い、より実用化に向け

た効率的なプロセス開発を行えるよう支援する。また、知財取得や規制対策

支援、治験参加者ネットワーク支援等、開発から臨床試験まで円滑に進むよ

う支援を行う。 
 

 

４ 
ＣＯＩデータベース構築事業 【新規】 

５０百万円【うち、推進枠 ５０百万円】（ ０百万円） 
 

我が国の医薬品等の研究開発を加速するべく、研究利益相反（COI）管理に

ついて、臨床研究の透明性を担保しつつ、その手続きを合理化することを目

的に、研究者自ら COI情報を登録し公開するデータベースの構築に向けた仕

様の検討を行う。 
 

 

５ 
細胞培養加工等施設許可調査事業 【一部推進枠】                    

６９百万円【うち、推進枠 １２百万円】（ ５８百万円） 

 

再生医療等の安全性を確保するため、病院等以外の細胞培養加工施設につい

て、法令に基づく基準に係る適合性調査、適合性調査業務に付随する事務作業

等の更なる充実を図る。 
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③ 医療の国際展開の推進 
 

我が国の優れた医療に関する技術・制度・製品の国際展開を推進する。また、新

型コロナウイルス感染症終息後の国際往来の再開やグローバル化を見据え、外国人

患者が我が国で安心して医療を受けられる環境の整備等を通じて、医療の国際化を

着実に進める。 
 

１ 
医療の国際展開の推進 【一部推進枠】                       

８１９百万円【うち、推進枠 ７２１百万円】（ １，２３９百万円） 
 

医療技術や医薬品、医療機器に関連する人材育成、日本の経験・知見を活

かした相手国の医療・保健分野の政策形成支援を行うため、我が国の医療政

策等に関する有識者や医療従事者の派遣、研修生の受入れ等を実施する。 

また、経済安全保障の観点からも重要となる感染症分野をはじめとした医

薬品・医療機器に係る技術を保持していくため、国連機関等が実施する国際

公共調達への日本企業の参入に必要な情報の収集・関係構築、調達プロセス

や手続き等に関する情報提供と案件の掘り起こし等により国際公共調達の

枠組を活用した国際展開をさらに推進する。 
 

 

２ 

外国人患者の受入環境の整備 【一部推進枠】                          

１，１４８百万円【うち、推進枠 １２２百万円】（ １，０７９百万円） 

※上記には、デジタル庁計上予算７百万円（ ７百万円）を含む 
 

医療機関における多言語コミュニケーション対応支援や、地方自治体にお

ける医療機関等からの相談にワンストップで対応するための体制整備支援

などの取組を通じ、外国人患者が安心して医療を受けられる環境の整備を進

める。 
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Ⅲ．医療DX、データヘルス改革の推進 
 

新しい付加価値の創出及び社会的課題を解決するため、医療DXを推進する。 

そして、医療の質の向上を図り、感染症、災害、救急等の対応に万全を期すため、

データヘルス改革の一環として、患者や全国の医療機関等で保健医療情報を確認でき

る仕組みを、特定健診情報、レセプト記載の薬剤情報に続き、令和４年夏を目処に、

手術等の医療情報など、対象情報の拡大を予定しており、そのための準備を着実に進

める。あわせて、国際規格（HL7FHIR）に基づいた電子カルテ情報及び交換方式を実装

したカルテの普及及びサイバーセキュリティ対策の充実といった今後のデータヘル

ス改革を更に進める上で基盤となる取組も進めていく。 
 

１ 
医療情報技術開発等推進経費 【新規】 

１３百万円（ ０百万円） 
 

令和４年６月末に、参事官（特定医薬品開発支援・医療情報担当）を設置

し、医薬品等の研究開発支援や医療情報の利活用推進等を行うための組織体

制を強化したところ。新組織においては、新興感染症に対応するワクチン・

治療薬等、国の危機管理として他国の事情に左右されることなく国民に供給

することが求められている医薬品等について、円滑な治験の実施、薬事承認

等に向けた企業に対する個別伴走支援を行う。 

また、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するために、なりすまし等

を防止するための保健医療分野の公開鍵基盤（HPKI）の運用、電子カルテの

普及促進等医療分野における ICT化の支援、医療情報の保護と利活用に関す

る法制度のあり方の検討、医療技術の評価等を行う。 

 

 

２ 
高度医療情報普及推進事業 【推進枠】 

９２百万円【うち、推進枠 ９２百万円】（ ３３百万円） 
 

医療機関間等の連携や情報共有が図られるよう、電子カルテ等医療情報シ 

ステム等で使用する医療用語等の標準マスターの整備、普及推進を行ってい

るところであるが、医療機関が、随時標準マスターを利用できるようマスタ

ー更新処理体制の強化や標準マスターを実装していない医療機関からの相

談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備を図り、電子カルテ情報

の標準化を更に推進する。 
 

 

３ 
保健医療情報拡充システム開発事業 【新規】【推進枠】 

７６８百万円【うち、推進枠 ７６８百万円】（ ０百万円） 
 

保健医療情報を患者本人や全国の医療機関等で確認できる情報ネットワ

ークを拡充し、現在閲覧可能となっている薬剤情報、特定健診等の情報に加

え、手術、移植、透析等の医療情報を閲覧できるよう整備を行っている。 
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今回、災害・救急時において、医療機関等がより適切で迅速な検査、診断、

治療等を行えるよう一定の条件下で医療情報を閲覧可能とする仕組み等を

構築する。 
 

 

４ 
保健医療福祉分野の公開鍵基盤（HPKI）普及・啓発等事業 【新規】 

２８百万円（ ０百万円） 
 

カルテ等の電子的記録やネットワーク利用が進展する中、医師のなりすま

しや診療データの改ざんといったリスクへの対応が必要となっており、保健

医療福祉分野の公開鍵基盤（HPKI）の普及・啓発のため、医療関係者向け説

明会の開催や HPKI認証局の運営に必要な経費を要求する。 
 

 

５ 
医療分野におけるサイバーセキュリティ対策調査事業 【一部推進枠】 

１００百万円【うち、推進枠 ５１百万円】（ ５０百万円） 
 

国内の医療機関を標的としたランサムウェアを利用したサイバー攻撃によ

る被害が増加しており、診療を長時間休止せざるを得ない事態も起こっており、

これまでの医療機関向けサイバーセキュリティ研修に加えて、サイバー攻撃を

想定した訓練の拡充など、より実用性のある研修を実施する。 
       

 

６ 

医療機関等情報支援システム（G-MIS）の保守運用等 【推進枠】 

２，３００百万円（ ６１４百万円） 

※デジタル庁において計上 
 

新型コロナウイルス感染症対策として構築・運用されてきたG-MISについて、

今後は感染症対策のみならず、地域における効率的で質の高い医療提供体制構

築の支援に資するシステムとして運用していくため、必要な改修を行う。 
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Ⅳ．各種施策 

１ 

死因究明等の推進 

        ２７８百万円（ ２５５百万円） 

※上記には、デジタル庁計上予算１０百万円（ １０百万円）を含む 

 

死因究明等の推進を図るため、行政解剖や死亡時画像診断を実施するために

必要な経費の支援、検案する医師の資質向上など、必要な施策を講じる。 
 

【死因究明等の推進関係の主な予算の内訳】 

・異状死死因究明支援事業             116百万円（ 116百万円） 

・死体検案医を対象とした死体検案相談事業       36百万円（  36百万円） 

・死体検案講習会費                             20百万円（  20百万円） 

・死亡時画像読影技術等向上研修経費             11百万円（  11百万円） 

・死因究明拠点整備モデル事業                   70百万円（  48百万円） 

 

 

２ 
医療従事者の生涯活躍できる環境の整備事業 【新規】【推進枠】           

       ２９百万円【うち、推進枠 ２９百万円】（ ０百万円） 

 

主に医療提供施設に従事する医療関係職種については、医療等に対する需要

の変化や医療技術の進展により、供給が需要を超過する見込みとなっている。供

給を政策的に抑制できないことから、今後就職できない学生が増大することに

なるので、開業権を持たないこれらの医療関係職種が医療提供施設を超えて専

門性を生かし活躍できる場の模索と課題の整理を行う。 
 

 

３ 
医師等医療従事者への免許証交付事業 【新規】 

９８百万円（ ０百万円） 
 

現在、医師等医療従事者の籍登録、書換え、再交付に係る免許証は厚生労

働省から都道府県を経由し保健所が申請者に交付を行っている。 

新型コロナウイルス感染症対応等で保健所業務がひっ迫する中、保健所業

務軽減を図る観点、申請者の利便性の観点から、厚生労働省から直接申請者

へ交付できるよう体制を整備する。 

 

 

４ 

医師等国家試験受験手続オンライン化事業 【新規】 

４７百万円（ ０百万円） 

※デジタル庁において計上 
 

デジタル・ガバメント実行計画において、令和６年度を目途に国家資格取

得手続きのオンライン化機能を有する国家資格等情報連携・活用システム
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（仮称）を構築し、運用を開始することとされており、国家試験受験手続に

関してもオンライン化に向け、システムの円滑な連携に向け、必要となるデ

ータの定義付けやデータの加工方法の検討を行う。 

 

 

５ 

医師等国家資格のオンライン申請に係る免許登録管理システム改修事業 

【新規】 

８百万円（ ０百万円） 

※デジタル庁において計上 
 

デジタル・ガバメント実行計画において、令和６年度を目途に国家資格取

得手続きのオンライン化機能を有する国家資格等情報連携・活用システム

（仮称）を構築し、運用を開始することとされており、システム導入に向け、

現在、資格管理を行っている免許登録管理システムについて資格データを連

携できるよう改修を行う。 
 

 

６ 

医師等国家資格のオンライン申請に係る医師等免許登録確認システム改修事 

業 【新規】                             １１百万円（ ０百万円） 

※デジタル庁において計上 
 

デジタル・ガバメント実行計画において、令和６年度を目途に国家資格取

得手続きのオンライン化機能を有する国家資格等情報連携・活用システム

（仮称）を構築し、運用を開始することとされており、システム導入に向け、

国民が簡易的に資格証明書の登録済証明書を web で発行できる医師等免許

登録確認システムについて資格データを連携できるよう改修を行う。 
 

 

７ 

准看護師籍簿と国家資格等情報連携活用システム連携推進事業 

【新規】【推進枠】 

１１百万円【うち、推進枠 １１百万円】（ ０百万円） 
 

各都道府県が管理する准看護師籍簿と国家資格等情報連携・活用システム

内の資格データを統合・連携・管理を行うために、都道府県の資格管理シス

テムと国家資格等情報管理システムとの連携に必要な対応を整理するため

に必要となる経費を確保する。 
 

 

８ 

国立ハンセン病療養所における良好な療養環境の整備 

 ３４，３９９百万円（ ３２，１８１百万円） 

※上記には、デジタル庁計上予算４０百万円（ ４０百万円）を含む 

 

国立ハンセン病療養所において、入所者の療養環境の充実を図るため、医療

及び介護に関する体制の整備及び充実に必要な経費を確保する。 
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９ 
国立病院機構における政策医療等の実施 

１，１９８百万円（ １，０２７百万円） 

 

国立病院機構が行う政策医療等に必要な経費を確保する。 

 

 

10 
経済連携協定に基づく取組み等の円滑な実施 

   １６６百万円（ １６６百万円） 

 

経済連携協定（EPA）に基づきインドネシア、フィリピン、ベトナムから入国

する外国人看護師候補者について、その円滑かつ適正な受入れ及び受入れの拡

大のため、看護導入研修を行うとともに、受入施設に対する巡回指導や学習環

境の整備、候補者への日本語や専門知識の習得に向けた支援等を行う。 

 

【経済連携協定関係の予算の内訳】 

・外国人看護師・介護福祉士等受入支援事業          63百万円（  63百万円） 

・外国人看護師候補者学習支援事業             104百万円（ 104百万円）  

 

上記以外に医療提供体制推進事業費補助金25,055百万円（23,986万円）を活用 

○事業メニュー 

外国人看護師候補者就労研修支援事業 
 

 

11 
「統合医療」の情報発信に向けた取組      

      １０百万円（ １０百万円） 

 

「統合医療」の有効性や安全性に関する学術論文等の情報を収集し、それら

の信頼性（エビデンスレベル）の評価を行うために必要な支援を行う。 
 

 

12 

第２期復興・創生期間における地域医療の再生支援 

２，３８５百万円（ ２，９１５百万円） 

※東日本大震災復興特別会計に計上 

 

福島県の避難指示解除区域等における地域医療提供体制の確保のため、第２

期復興・創生期間においても引き続き必要な支援を行う。 
 

 


